
第

二

千

四

百

二

十

一

号

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

(

火
曜
日)

目

次

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

八
五
ペ
ー
ジ

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

八
五

○
飼
料
の
試
験
結
果

(

畜

産

課)

八
六

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

八
八

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

(

同

)

八
八

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

八
九

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
一
月
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
明
る
い
未
来
の
あ
る
地
域
づ
く
り
を
進

め
る
会

三

代

表

者

の

氏

名

松
浦

文
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
多
治
見
市
市
之
倉
町
八
丁
目
二
三
四
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
東
濃
地
域
及
び
そ
の
周
辺
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
行
っ
て
い
る
方
々
の
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
う
。
ま
た
、

こ
れ
に
よ
り
活
性
化
さ
れ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
よ
っ
て
、
こ

の
地
域
で
暮
ら
す
人
々
に
対
し
、
活
き
活
き
と
し
た
安
全
で
住
み

や
す
い
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の
事
業
を
行
う
。
こ
れ
ら
の

事
業
に
よ
り
、
社
会
教
育
の
推
進
を
図
り
な
が
ら
、
自
然
環
境
や

社
会
資
本
を
よ
り
良
い
状
態
で
維
持
し
、
活
力
の
あ
る
安
全
で
安

心
な
地
域
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日



小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業

流
通
課
及
び
西
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
七
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
三
河
屋

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

静
里
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

大
垣
市
静
里
町
字
栄
町
一
六
五
番
地

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所

(

変
更
前)

愛
知
県
小
牧
市
大
字
小
牧
原
新
田
二
〇
〇
四
番
地
の
一

(

変
更
後)

愛
知
県
小
牧
市
大
字
間
々
原
新
田
字
下
新
池
九
八
七
番
地

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

株
式
会
社
川
口
屋
ス
ー
パ
ー
チ
ェ
ン

代
表
取
締
役

川
瀬
泰
則

外
五
者

(

変
更
後)

株
式
会
社
三
河
屋

代
表
取
締
役

佐
藤
伸
宏

外
四
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業

流
通
課
及
び
西
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
七
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
三
河
屋

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

静
里
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

大
垣
市
静
里
町
字
栄
町
一
六
五
番
地

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
収
容
台
数

(

変
更
前)

二
八
六
台

(

変
更
後)

一
一
四
台

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

(

変
更
前)

一
八
箇
所

(

変
更
後)

一
二
箇
所

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

駐
車
場
の
一
部
区
画

(

変
更
前)

午
前
九
時
三
〇
分
〜
翌
午
前
〇
時
三
〇
分(

年
間
六
十
日

午
前
九
時
か
ら)

(
変
更
後)

二
十
四
時
間

○
飼
料
の
試
験
結
果

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第

五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
十
月
に
収
去
さ
れ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
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23 22 21 20 19 18 17 16 収去番号

同
上

亀
屋
商
事
株
式

会
社
本
社
工
場

羽
島
郡
岐
南
町

三
宅
９
丁
目
18

9番
地

同
上

日
清
丸
紅
飼
料

株
式
会
社
碧
南

工
場
愛
知
県
碧
南
市

玉
津
浦
町
２
番

地
３

同
上

同
上

全
国
酪
農
飼
料

株
式
会
社
東
海

工
場
愛
知
県
碧
南
市

玉
津
浦
町
２
番

地
の
８

株
式
会
社
毛
利

産
業
海
津
市
海
津
町

秋
江
字
江
東
23

50番
地
１

製
造
事
業
場
等

の
名
称
及
び

所
在

地

同
上

羽
島
郡
岐
南
町

三
宅
９
丁
目
18

9番
地

亀
屋
商
事
株
式

会
社
本
社
工
場

同
上

各
務
原
市
須
衛

町
４
丁
目
291

岐
阜
養
鶏
農
業

協
同
組
合
配
送

セ
ン
タ
ー

同
上

同
上

恵
那
市
長
島
町

永
田
4438―

４
美
濃
酪
連
東
濃

事
業
所
飼
料
流

通
セ
ン
タ
ー

安
八
郡
輪
之
内

町
四
郷
五
反
田

2728―
１

株
式
会
社
毛
利

産
業
輪
之
内
倉

庫 収
去
場
所

亀
印
配
合
飼
料
中
す

う
用

D
M

日
清
丸
紅
印
配
合
飼

料み
の
り
種
鶏
前
期

日
清
丸
紅
印
配
合
飼

料
成
鶏
用

シ
ェ
ル
・
ク
イ
ー
ン

17 こ
だ
わ
り
ド
ラ
イ

こ
だ
わ
り
サ
プ
リ

な
が
ら
Ｍ
前
期

グ
ラ
ン
フ
ィ
ー
ド
Ⅰ

飼
料
の
名
称

24.10

24.10

24.10

24.09

24.09

24.09

24.09

24.08

製
造

(輸
入
)

年
月

18.6

17.6

18.1

17.9

19.2

20.0

20.1

15.3

粗
た
ん

白
質

分
析

結
果

の
概

要

5.2

5.9

6.5

5.7

3.3

9.4

3.3

1.7

粗
脂
肪

4.2

2.5

3.9

3.1

4.2

4.4

6.5

5.0

粗
繊
維

5.4

13.9

10.4

12.1

5.5

6.2

6.4

5.1

粗
灰
分

0.83

4.72

3.20

4.02

0.37

1.28

1.07

0.26

カ
ル
シ

ウ
ム

0.77

0.60

0.69

0.57

0.66

0.62

0.56

0.62

り
ん

揮
発
性

塩
基
性

窒
素

水
溶
性

窒
素

ペ
プ
シ

ン
消
化

率
Ｔ
Ｄ
Ｎ

Ｍ
Ｅ

そ
の
他

の
検
査
違
反
の

内
容

を
公
表
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 平成25年２月19日 岐 阜 県 公 報 第２４２１号87

���������� ������



岐
阜
１
期
地
区

(

西

山

池

)

施
行
に
係
る
地
区
名

30 29 28 27 26 25 24

同
上

同
上

豊
橋
飼
料
株
式

会
社
豊
橋
工
場

愛
知
県
豊
橋
市

明
海
町
５
番
地

の
９

同
上

同
上

JA
東
日
本
く

み
あ
い
飼
料
株

式
会
社
知
多
工

場愛
知
県
知
多
市

北
浜
町
16番
地

同
上

同
上

同
上

各
務
原
市
蘇
原

瑞
雲
町
３
の
１

豊
橋
飼
料
株
式

会
社
岐
阜
ス

ト
ッ
ク
ポ
イ
ン

ト 同
上

同
上

各
務
原
市
各
務

山
の
前
町
２
―

352
JA
東
日
本
く

み
あ
い
飼
料
株

式
会
社
各
務
原

中
継
基
地

同
上

各

務

原

市

役

所

縦

覧

場

所

マ
ル
ト
子
豚
育
成
用

配
合
飼
料

W
e子
豚

マ
ル
ト
種
豚
用
配
合

飼
料
な
で
し
こ

肉
牛
肥
育
用
配
合
飼

料未
来

と
り
王
17

ほ
い
く
の
健
ち
ゃ
ん

肥
育
ひ
と
す
じ

亀
印
配
合
飼
料
幼
す

う
用

平
成
二
五･

二
・
一
九
か
ら

同

･

三
・
一
九
ま
で

縦

覧

期

間

24.10

24.10

24.10

24.10

24.10

24.10

24.10

14.1

14.4

13.1

18.9

19.2

13.0

20.2

3.5

3.7

3.6

6.2

3.2

2.6

5.2

3.2

4.3

5.6

3.4

3.5

6.9

3.9

3.6

5.6

3.5

12.2

4.9

3.4

5.4

0.55

0.93

0.35

4.27

0.77

0.27

1.03

0.39

0.75

0.52

0.46

0.48

0.46

0.72
○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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下
呂
南
部
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

下
呂
庁
舎
前
掲
示
場

縦

覧

場

所

平
成
二
五
・

二
・
一
九
か
ら

同

・

三
・
一
九
ま
で

縦

覧

期

間

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

恵
那
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
恵
那
市
串
原
の
一
部(

松
林)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
恵
那
市(

串
原
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
恵
那
市(

串
原
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

恵
那
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
恵
那
市
上
矢
作
町
の
一
部(

木
の
実)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
恵
那
市(

上
矢
作
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
恵
那
市(

上
矢
作
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

土
岐
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
土
岐
市
駄
知
町
の
一
部(

駄
知
第
２)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
土
岐
市(

駄
知
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
土
岐
市(

駄
知
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
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○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

土
岐
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
土
岐
市
土
岐
津
町
の
一
部(
土
岐
市
北
部
第
３
―
３)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
土
岐
市(

土
岐
津
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
土
岐
市(

土
岐
津
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

本
巣
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
本
巣
市
大
字
根
尾
能
郷
の
一
部(

能
郷
Ⅱ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
本
巣
市(

大
字
根
尾
能
郷
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
本
巣
市(

大
字
根
尾
能
郷
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

下
呂
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
下
呂
市
野
尻
の
一
部(

野
尻
６)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
下
呂
市(

野
尻
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
下
呂
市(

野
尻
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

富
加
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
加
茂
郡
富
加
町
滝
田
の
一
部(

下
滝
田)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
加
茂
郡
富
加
町(
滝
田
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
加
茂
郡
富
加
町(

滝
田
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

富
加
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
加
茂
郡
富
加
町
滝
田
の
一
部(

下
滝
田
Ⅱ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
加
茂
郡
富
加
町(

滝
田
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
加
茂
郡
富
加
町(

滝
田
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
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